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１　居住を継続しない場合の不適用

　被相続人等が相続発生まで自宅の敷地として
利用していた宅地については、被相続人の配偶
者が取得した場合または相続人等が居住を継続
した場合には、特定居住用宅地等として 240 平
方メートルまでの評価が 80％減額される。
　改正前においては、相続人
等が相続税の申告期限まで居
住を継続しない場合において
も、200 平方メートルまでの
評価が 50％減額されていた。
　平成 22 年度税制改正により、小規模宅地等
の特例ついて、居住を継続しない宅地等につい
ては、減額の適用対象から外されることとなっ
た。
◇具体的事例
被相続人の居住用の宅地　240㎡　１億円

〈ケース１〉
相続人等が申告期限まで居住を継続した場合
　（改正前）　�１億円× 240㎡／ 240㎡× 80％＝

８千万円の減額
　（改正後）　改正前と同様、８千万円の減額
〈ケース２〉
相続人等が申告期限まで居住を継続しない場合

　（改正前）�１億円× 200㎡／ 240㎡× 50％＝
約 4166 万円の減額

　（改正後）減額の適用なし

２　判定上の注意点

　取得した相続人等によっては居住の継続がな
い場合でも減額の適用があるなど、注意が必要

な点についてまとめると表のようになる。
表について説明すると、
　①配偶者が取得した場合には、居住・保有の
継続は要件とされず、原則 80％の減額の適用
がある。
　②同居親族とは、相続開始直前においてその
家屋で被相続人と同居していた者をいう。この

場合には居住と保有の両方が
要件となる。
　③特定の別居親族（いわゆ
る家なき子）とは、被相続人

の配偶者または同居親族（相続人）がいない場
合（つまり、被相続人が１人暮らしまたは相続
人でない孫などと同居していた場合）において、
相続開始前３年以内に特定の別居親族またはそ
の者の配偶者が所有する国内所在の家屋に居住
したことがない親族をいう。
　たとえば、被相続人が１人で住んでいた家を、

それまで貸家住まいだった親
族が取得するようなケースで
ある。
　④に該当するケースとして
は、被相続人が所有していた宅
地に自己の建物を所有して居
住していた生計同一親族が対
象となる。
� （つづく）
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個人3居住用宅地等に関する改正

居住継続がなくても減額適用も

小
規
模
宅
地

使いこなす!!改正評価減特例を

【表】減額が適用される判定基準

対象地を居住の用に 
供していた者 取得者の区分

継続要件
居住 保有

① 被相続人等 配偶者 不要 不要
② 被相続人 同居親族 要 要
③ 被相続人 特定の別居親族（いわゆる家なき子） 不要 要

④ 生計同一親族
（別居）

被相続人と生計同一の親族であって、相続開始前から 
その宅地等を自己の居住の用に供している者 要 要
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残存価額と償却可能限度額がなくなるとは？
　

平
成
19
年
度
税
制
改
正
に
お
い

て
、
固
定
資
産
の
減
価
償
却
（
資
本

的
支
出
の
改
正
を
含
む
）
に
つ
い
て

の
大
幅
な
改
正
が
行
わ
れ
た
。
減
価

償
却
は
、
損
益
計
算
書
（
経
営
成

績
）、
貸
借
対
照
表
（
資
産
評
価
）、

そ
し
て
キ
ャ
シ
ュ
・
フ
ロ
ー
（
資
金

の
内
部
留
保
）
な
ど
に
も
影
響
を
及

ぼ
す
重
要
な
項
目
な
の
で
、
こ
れ
ら

の
改
正
内
容
を
十
分
に
理
解
す
る
こ

と
は
、
企
業
経
営
に
と
っ
て
大
変
に

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
改
正
で
一
番
大
き
く
変

わ
っ
た
点
は
、「
残
存
価
額
」
と
「
償

却
可
能
限
度
額
」
が
撤
廃
さ
れ
た
と

い
う
点
だ
。

　

残
存
価
額
は
、
あ
る
資
産
を
耐
用

年
数
ま
で
使
っ
た
時
点
に
お
い
て
、

そ
の
資
産
に
残
っ
て
い
る
と
予
想
さ

れ
る
価
値
の
こ
と
で
、
大
正
７
年
の

減
価
償
却
制
度
導
入
よ
り
本
改
正
前

ま
で
は
、
取
得
価
額
の
10
％
と
さ
れ

て
い
た
。
ま
た
、
償
却
可
能
限
度
額

は
、
あ
る
資
産
に
つ
い
て
生
涯
に
わ

た
っ
て
費
用
化
で
き
る
合
計
金
額
の

こ
と
で
、
昭
和
39
年
よ
り
本
改
正
前

ま
で
は
、
取
得
価
額
の
95
％
と
さ
れ

て
い
た
。

　

つ
ま
り
、
昭
和
39
年
改
正
以
降

は
、
毎
年
の
減
価
償
却
費
の
計
算
の

た
め
に
残
存
価
額
が
、
そ
し
て
、
ど

こ
ま
で
償
却
で
き
る
の
か
に
つ
い
て

は
償
却
可
能
限
度
額
が
そ
れ
ぞ
れ
規

定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
改
正
前
ま
で

は
、
取
得
価
額
５
％
部
分
は
最
後
ま

で
償
却
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け

だ
（
①

－

A
）。

　

し
か
し
、
本
改
正
後
は
、
備
忘
価

額
の
１
円
を
残
し
て
、
取
得
価
額
の

す
べ
て
に
つ
い
て
費
用
化
す
る
こ
と

が
可
能
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

改
正
後（
平
成
19
年
４
月
１
日
以
後
）

に
取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
残

存
価
額
や
償
却
可
能
限
度
額
は
一
切

な
く
な
り
、
当
初
か
ら
耐
用
年
数
を

経
過
し
た
時
点
で
す
べ
て
が
費
用

化
さ
れ
る
よ
う
に
減
価

償
却
が
ス
タ
ー
ト
す
る

（
②
）。
ま
た
、
経
過
措
置

に
よ
っ
て
、
改
正
前
（
同

年
４
月
１
日
以
前
）
に
す

で
に
取
得
し
て
い
た
資

産
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ

え
ず
改
正
前
と
同
じ
減

価
償
却
の
計
算
を
行
っ

て
い
き
、
償
却
可
能
限
度

額
に
達
し
た
時
点
で
（
正

確
に
は
達
し
た
翌
年
か

ら
）、
そ
こ
か
ら
60
カ
月
（
５
年
間
）

に
わ
た
り
、
残
り
の
５
％
分
を
均
等

に
費
用
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

（
①

－

B
）。

　

し
た
が
っ
て
、
本
改
正
に
よ
る
影

響
と
し
て
は
、
改
正
前
に
取
得
し
て

い
た
資
産
に
つ
い
て
は
、
⑴
償
却
可

能
限
度
額
に
達
す
る
ま
で
は
引
き
続

き
同
様
の
計
算
に
な
る
と
い
う
点
、

⑵
１
円
ま
で
償
却
す
る
の
に
少
な
く

と
も
５
年
は
か
か
る
と
い
う
点
な
ど

か
ら
、
金
額
ベ
ー
ス
で
の
影
響
は
限

定
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
半
面
、

改
正
後
に
取
得
し
た
資
産
に
つ
い
て

は
初
年
度
よ
り
「
残
存
価
額
」
と
い

う
考
え
方
が
な
く
な
る
た
め
、
設
備

投
資
に
つ
い
て
の
改
正
前
後
の
影
響

を
つ
ぶ
さ
に
分
析
す
る
必
要
が
あ

る
。�

（
つ
づ
く
）

❶

改正前取得資産も改正で取扱変更に

～
平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
の
変
更
点
を
再
確
認
！
～

①－A（廃止）

取
得
価
額

1円

10%

耐用年数

①－B（現行制度）

耐用年数

②（現行制度）

月か06数年用耐

取
得
価
額

5%
1円

取
得
価
額

残
存
価
額

平
成
十
九
年
三
月
三
十
一
日

以
前
に
取
得
し
た
資
産

平
成
十
九
年
四
月
一
日

以
後
に
取
得
し
た
資
産

改
正
前
の
取
り
扱
い
（
廃
止
）

償
却
可
能
限
度
額

ま
で
償
却
可
能

備
忘
価
額

改
正
後
の
取
り
扱
い
（
現
行
制
度
）

【図】
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計算上は隣に同じ種類の建物を建てたのと同じ？

前
回
は
、
平
成
19
年
度
税

制
改
正
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
す

べ
て
の
減
価
償
却
資
産
に

つ
い
て
１
円
に
達
す
る
ま

で
の
償
却
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
を
説
明
し

た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
「
資

本
的
支
出
の
取
り
扱
い
」
に

つ
い
て
も
か
な
り
大
幅
な

変
更
が
加
え
ら
れ
た
（
図

１
）。資本

的
支
出
の
問
題
が

取
り
ざ
た
さ
れ
る
の
は
、
現

に
所
有
し
利
用
し
て
い
る

資
産
に
何
ら
か
の
支
出
が

行
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
例

え
ば
、
実
際
に
利
用
し
て
い

る
建
物
や
機
械
装
置
な
ど

に
つ
い
て
、
修
繕
、
改
良
、

増
設
、
補
強
、
取

り
替
え
、
原
状
回

復
、
交
換
、
整

備
、
移
設
（
盛
り

替
え
）、
解
体
処

分
（
除
去
）
な
ど

が
行
わ
れ
た
場
合

で
あ
る
。

税
法
で
は
、
こ

れ
ら
の
支
出
の
名

目
や
名
称
に
関
係

な
く
、
そ
の
支
出

に
よ
っ
て
、
⑴
当

初
か
ら
予
定
さ
れ

て
い
た
そ
の
資
産

の
使
用
可
能
年
数

が
延
び
た
り
、
⑵

そ
の
資
産
の
価
値

が
当
初
よ
り
も
高

い
も
の
に
な
っ
た
よ
う
な

場
合
に
は
、
そ
れ
ら
に
貢

献
し
た
と
認
め
ら
れ
る
分

の
支
出
だ
け
は
経
費
（
損

金
）
と
し
な
い
で
、
資
本

的
支
出
と
し
て
資
産
計
上

し
減
価
償
却
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

こ
の
資
本
的
支
出
に
つ

い
て
、
本
改
正
前
は
、
既

存
の
資
産
の
取
得
価
額
に

加
算
す
る
と
い
う
処
理
方

法
が
と
ら
れ
て
い
た
の
だ

が
、
こ
れ
が
本
改
正
に
よ
っ

て
、
既
存
の
資
産
と
同
じ
種
類
・
耐

用
年
数
の
も
の
を
新
た
に
取
得
し
た

も
の
と
す
る
と
い
う
処
理
方
法
が
原

則
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
減

価
償
却
費
を
計
算
す
る
上
に
お
い

て
、「
加
算
す
る
」
場
合
は
、
本
体

と
資
本
的
支
出
と
が
何
ら
か
の
関
係

を
持
つ
の
に
対
し
て
、「
新
た
に
取

得
し
た
も
の
と
す
る
」
場
合
は
、
本

体
と
資
本
的
支
出
と
の
関
係
が
一
切

断
ち
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
点
だ
。

例
え
ば
、
耐
用
年
数
が
10
年
の
本

体
資
産
に
対
し
て
、
本
体
取
得
の
６

年
後
に
資
本
的
支
出
（
改
修
な
ど
）

が
行
わ
れ
た
場
合
、
改
正
後
の
方
法

に
よ
る
と
、
本
体
と
同
種
類
の
別
の

資
産
を
資
本
的
支
出
の
額
で
新
し
く

取
得
し
た
か
の
よ
う
な
処
理
が
行
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
（
図
２
）。
資
本

的
支
出
が
別
の
資
産
の
取
得
だ
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
の
減
価
償
却
は
、
資
本
的
支
出

を
行
っ
た
年
（
６
年
目
）
を
ス
タ
ー

ト
と
し
て
本
体
と
同
じ
10
年
の
耐
用

年
数
、
す
な
わ
ち
６
～
16
年
目
の
間

で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

特
に
、
建
物
の
よ
う
な
使
用
可
能

年
数
が
長
く
将
来
的
に
資
本
的
支
出

が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
な
資
産
に
つ

い
て
は
、
改
正
後
の
方
法
に
よ
る

と
、
全
体
と
し
て
１
円
ま
で
の
償
却

を
行
う
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
へ
の
対
処
法

と
し
て
は
、
本
改
正
に
よ
っ
て
特
例

措
置
と
な
っ
た
取
得
価
額
に
加
算
す

る
制
度
の
活
用
が
極
め
て
重
要
と

な
っ
て
く
る
。

❷

「付け加わる」から
「新しく取得する」へ

～
平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
の
変
更
点
を
再
確
認
！
～

【図１】「資産的支出の取り扱い」の変更点

※改正前の方法は特例措置となる。

資本的支出の原則的な取扱い

改正前

改正後

現に利用している資産（本体）の取得価額に加算する。

現に利用している資産（本体）と種類・耐用年数を同じく
する資産を新たに取得したものとする。

経過年数　

耐用年数 10年

6 16

10

耐用年数 10年

0

155 100

資本的支出

本　　体

【図２】改正後の資本的支出の耐用年数
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加算するのは帳簿価額ではなく取得価額

前
回
は
、
平
成
19
年
度
税
制
改
正

に
よ
っ
て
、
資
本
的
支
出
の
原
則
的

な
処
理
方
法
と
さ
れ
た
「
新
規
に
取

得
し
た
も
の
と
す
る
制

度
」
に
つ
い
て
説
明
し
た

が
、
今
回
は
、
本
改
正
後

に
お
い
て
は
例
外
的
な
処

理
方
法
と
さ
れ
た
「
取
得

価
額
に
加
算
す
る
制
度

（
改
正
前
は
原
則
）」
の
基

本
的
事
項
を
解
説
す
る
。

そ
も
そ
も
取
得
価
額
と

は
、
あ
る
固
定
資
産
を
⑴

手
に
入
れ
て
⑵
そ
れ
を
利

用
す
る
ま
で
に
か
か
っ
た

代
金
の
総
額
の
こ
と
で
、

こ
れ
に
は
本
体
価
格
は
も

ち
ろ
ん
、
配
送
や
据
え
付

け
（
設
置
）
な
ど
に
か

か
っ
た
費
用
も
こ
れ
に
含

め
ら
れ
る
。
一
方
、
帳
簿

価
額
と
は
、
そ
の
取
得
価

額
か
ら
そ
の
資
産
に
か
か

る
減
価
償
却
累
計
額
を
控

除
し
た
金
額
の
こ
と
で
、

簿
価
や
未
償
却
残
高
と
も

い
わ
れ
る
。

こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
は
、「
帳
簿
価
額
」

が
毎
年
の
減
価
償
却
に

よ
っ
て
徐
々
に
そ
の
金
額

（
価
値
）
が
減
少
し
て
い

く
（
目
減
り
し
て
い
く
）

の
に
対
し
て
、「
取
得
価

額
」
は
時
の
経
過
な
ど
に

よ
っ
て
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
過
去
の

投
資
金
額
で
あ
る
取
得
価
額
自
体
は

永
久
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
の

だ
。
た
だ
、
こ
の
取
得
価
額
が
、
唯

一
、
増
加
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
れ

が
、
資
本
的
支
出
を
取
得
価
額
に
加

算
し
た
場
合
（
例
外
規
定
を
適
用
し

た
場
合
）
で
あ
る
。

従
っ
て
、こ
の「
取
得
価
額
に
加
算

す
る
」の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、【
本

体
の
取
得
価
額（
初
期
投
資
額
）＋
資

本
的
支
出（
追
加
投
資
額
）＝
新
た
な

取
得
価
額
】
と
す
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、「
帳
簿
価
額
を
増
や
せ
」

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
例
え
ば
、
取
得
価
額
１
０
０

の
本
体
資
産
に
対
し
て
資
本
的
支
出

20
を
行
っ
た
場
合
（
図
）、
取
得
価

額
に
加
算
す
る
か
否
か
は
②
の
処
理

を
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
帳
簿
価
額
を
増
や
す
処
理

（
①
図
中
は

定
額
法
お
よ

び
定
率
法
の

場
合
）
に
つ

い
て
は
、
取

得
価
額
に
加

算
し
よ
う
が

新
規
に
取
得

し
た
も
の
と

し
よ
う
が
、

そ
の
結
果
が

変
わ
る
も
の

で
は
な
い

（
選
択
の
余

地
は
な
い
）。

こ
の
「
取

得
価
額
に
加

算
す
る
制

度
」
は
、
同

年
３
月
31
日
以
前
に
取
得
し
た
資
産

に
限
っ
て
、
改
正
後
に
お
い
て
も
例

外
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
本
改
正
前
に
は
、
取
得
価

額
に
加
算
す
る
制
度
だ
け
し
か
認
め

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
新
規
に
取
得
し
た
も
の
と
し
て

の
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
例
が
散
見

さ
れ
て
い
る
（
固
定
資
産
台
帳
等
の

資
産
名
称
欄
に
「
資
本
的
支
出
」
な

ど
と
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の

可
能
性
が
高
い
）。

特
に
、
本
体
の
耐
用
年
数
が
相
当

程
度
経
過
し
て
い
る
固
定
資
産
へ
の

資
本
的
支
出
を
「
新
規
に
取
得
し
た

も
の
」
と
し
て
処
理
し
た
場
合
は
、

減
価
償
却
費
が
当
初
の
半
分
以
下
に

ま
で
低
下
す
る
事
例
も
あ
る
の
で
、

確
認
を
急
ぐ
必
要
が
あ
る
。 ❸

改正前の「資本的支出」資産に要注意！
～
平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
の
変
更
点
を
再
確
認
！
～

【図】資本的支出を行った場合の取得価額と帳簿価額
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定額法は取得価額が増えれば減価償却費も増える！

前
回
は
、
資
本
的
支
出
の
例
外
的

な
処
理
方
法
と
し
て
の
「
取
得
価
額

に
加
算
す
る
制
度
」
の
簡
単
な
概
要

を
説
明
し
た
が
、
今
回
は
、
こ
の
制

度
と
「
定
額
法
」
と
の
関
係
に
つ
い

て
説
明
す
る
。

平
成
19
年
度
税
制
改
正

に
よ
っ
て
残
存
価
額
が
廃

止
さ
れ
た
結
果
、
定
額
法

に
つ
い
て
は
、
同
年
４
月

１
日
以
後
に
取
得
し
た
資

産
に
つ
い
て
は
、（
新
）

定
額
法
（
当
初
か
ら
残
存

価
額
が
な
い
も
の
と
し
て

計
算
を
行
う
方
法
）
が
適

用
さ
れ
、
同
年
３
月
31
日

以
前
に
す
で
に
取
得
し
て

い
た
資
産
に
つ
い
て
は
、

旧
定
額
法
（
残
存
価
額
が

あ
る
も
の
と
し
て
計
算
を

行
う
方
法
）
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま

り
、
本
体
資
産
の
取
得
日

に
よ
っ
て
２
種
類
の
方
法

が
並
存
す
る
形
と
な
っ
た

の
だ
。

（
新
）
定
額
法
は
残
存

価
額
（
改
正
前
は
取
得
価

額
の
10
％
）
が
な
い
分
だ

け
旧
定
額
法
よ
り
も
当
初

の
年
当
た
り
の
償
却
額
が

多
く
（
旧
定
額
法
の
約

１
・
１
倍
）、
し
か
も
、

耐
用
年
数
経
過
時
点
ま
で
に
１
円
ま

で
の
償
却
が
完
全
に
終
え
ら
れ
る
と

い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
（
新
）
定
額
法
を
採
用
し
た

い
場
合
は
、「
同
年
４
月
１
日
以
後

に
新
規
に
取
得
し
た
資
産
で
あ
る
こ

と
」
が
条
件
と
な
る
の
で
、
例
え

ば
、
本
体
資
産
が
旧
定
額
法
を
採
用

し
て
い
て
も
、
本
体
資
産
に
対
し
て

同
年
４
月
１
日
以
降
に
行
っ
た
資
本

的
支
出
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
を

「
新
規
に
取
得
し
た
も
の
」
と
し
て

処
理
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
だ
け
は
新

規
取
得
資
産
と
し
て
（
新
）
定
額
法

を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
こ
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

は
、
償
却
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
と
い

う
だ
け
で
「
新
規
に
取
得
し
た
も

の
」
と
い
う
選
択
を
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。

例
え
ば
、
同
年
３
月
31
日
以
前
に

取
得
し
た
本
体
資
産
（
取
得

価
額
：
１
千
、
耐
用
年
数
10

年
、
旧
定
額
法
）
に
対
し

て
、
取
得
後
12
年
目
に
資
本

的
支
出
２
０
０
を
行
っ
た
場

合
（
図
）、
取
得
価
額
に
加

算
し
た
場
合
は
、
旧
定
額
法

の
算
式
の
「
取
得
価
額
」
に

２
０
０
を
足
し
て
計
算
し
た

１
０
８
が
減
価
償
却
費
と
な

る
の
に
対
し
て
、
新
規
に
取

得
し
た
も
の
と
し
た
場
合

は
、
①
本
体
資
産
部
分
は
旧

定
額
法
の
ま
ま
引
き
続
き
の

計
算
が
行
わ
れ
（
10
）、
②

資
本
的
支
出
部
分
は
新
規
取

得
資
産
と
し
て
耐
用
年
数
を

10
年
と
し
た
（
新
）
定
額
法

で
計
算
が
行
わ
れ
る
（
18
）

結
果
、
そ
の
合
計
額
（
①
＋

②
）
で
あ
る
28
が
減
価
償
却

費
と
な
る
。

つ
ま
り
、
資
本
的
支
出
を
行
お
う

と
す
る
時
点
に
お
い
て
、
本
体
資
産

の
使
用
（
経
過
）
年
数
が
耐
用
年
数

の
う
ち
の
比
較
的
後
期
に
さ
し
か

か
っ
て
い
る
場
合
や
、
す
で
に
本
体

資
産
が
耐
用
年
数
を
超
え
て
使
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
残
存

価
額
が
な
く
な
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト

（
償
却
の
ス
ピ
ー
ド
が
速
い
）
よ
り

も
取
得
価
額
に
加
算
で
き
る
メ
リ
ッ

ト
（
本
体
資
産
の
取
得
価
額
が
引
き

継
げ
る
）
の
方
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
あ
る
た
め
、
両
制
度
の
選
択
に
当

た
っ
て
は
特
に
注
意
す
る
必
要
が
あ

る
。
�

（
つ
づ
く
）

❹

～
平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
の
変
更
点
を
再
確
認
！
～

ポイントは本体資産の経過年数

（ 1,000 + 200 ）－ {（ 1,000 + 200 ）× 10％ }

【図】資本的支出を行った場合の減価償却費計算方法

■ 取得価額に加算した場合

10年
＝ 108

■ 新規に取得したものとした場合

① 本体資産部分 （旧定額法を採用）
（ 1,000 × 5％ ）÷ 5年（ 60カ月 ）＝ 10
※ 11年目に償却可能限度額に達し、
　 12年目以降は5％部分を5年かけて1円まで償却する。

② 資本的支出部分 （【新】定額法を採用）
200 ÷ 10年 ＝ 18
※ 12年目～22年目の10年（耐用年数）をかけて償却する。

28
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新定率法だけに許された資本的支出の例外処理とは？

前
回
は
、
定
額
法
に
お

け
る
資
本
的
支
出
の
処
理

方
法
（
原
則
と
例
外
と
の

有
利
選
択
）
に
つ
い
て
説

明
し
た
が
、
今
回
は
定
率

法
に
お
け
る
資
本
的
支
出

に
つ
い
て
説
明
す
る
。

平
成
19
年
度
の
税
制
改

正
に
よ
っ
て
残
存
価
額
が

廃
止
さ
れ
た
結
果
、
前
回

の
定
額
法
と
同
様
に
、
定

率
法
に
つ
い
て
も
、
同
年

４
月
１
日
以
後
に
取
得
し

た
資
産
に
つ
い
て
は（
新
）

定
率
法
が
、
そ
し
て
、
同

年
４
月
１
日
以
前
に
す
で

に
取
得
し
て
い
た
資
産
に

つ
い
て
は
旧
定
率
法
が
そ

れ
ぞ
れ
適
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。（
新
）
定
率

法
は
、
耐
用
年
数
到
来
時

点
ま
で
に
取
得
価
額
の
す

べ
て
に
つ
い
て
の
償
却
を

終
了
さ
せ
る
方
法
で
あ
る

た
め
、
旧
定
率
法
に
く
ら

べ
て
当
初
の
償
却
の
ス

ピ
ー
ド
が
速
い
と
い
う
特

徴
を
持
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
資
本
的
支
出

の
処
理
方
法
に
つ
い
て

は
、
定
額
法
・
定
率
法
な

ど
の
償
却
方
法
に
関
係
な

く
、
基
本
的
に
は
、
①
新

規
に
取
得
し
た
も
の
と
し

て
処
理
す
る
方
法
（
原
則
）
と
、
②

取
得
価
額
に
加
算
す
る
方
法
（
例

外
：
本
体
資
産
を
同
年
４
月
１
日
以

前
に
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
）

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
、
定
率
法
の
場
合
は
、
期
首

未
償
却
残
高
（
帳
簿
価
額
）
に
一
定

率
を
乗
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
価
償

却
費
を
計
算
す
る
た
め
、
前
回
説
明

し
た
定
額
法
の
よ
う
に
「
取
得
価
額

に
加
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
減
価
償

却
費
が
増
加
す
る
」
こ
と
は
期
待
で

き
な
い
。
つ
ま
り
、
定
率
法
に
と
っ

て
の
取
得
価
額
は
、
減
価
償
却
費
の

計
算
要
素
に
は
含
ま
れ
な
い
た
め
、

取
得
価
額
に
加
算
し
て
も
計
算
結
果

が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ
。

し
た
が
っ
て
、
本
体
資
産
が
同
年

４
月
1
日
以
前
に
取
得
し
て
い
る
場

合
で
あ
っ
て
も
、
資
本
的
支
出
の
処

理
方
法
と
し
て
は
、
取
得
価
額
に
加

算
す
る
方
法
を
選
択
す
る
よ
り
も
、

新
規
に
取
得
し
た
も
の
と
し
て
処
理

し
た
上
で
資
本
的
支
出
部
分
に
は

（
新
）
定
率
法
を
適
用
さ
せ
る
方
が

有
利
な
選
択
と
な
る
。

ま
た
、
本
体
資
産
が
（
新
）
定
率

法
を
採
用
し
て
い
る
場
合
に
限
っ
て

は
、
も
う
一
つ
の
例
外
的
な
処
理
方

法
と
し
て
、
③
本
体
資
産
と
資
本
的

支
出
と
の
そ
れ
ぞ
れ
の
帳
簿
価
額
を

合
算
し
た
金
額
を
も
っ
て
、
新
し
い

資
産
を
取
得
し
た
も
の
と
す
る
方
法

（
図
）
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
方
法
は
、
資
本
的
支
出
が
行
わ

れ
た
年
度
中
は
①
の
処
理
を
行
っ
て

お
き
、
翌
期
首
に
本
体
と
資
本
的
支

出
と
の
帳
簿
価
額
を
合
算
し
て
新
し

い
一
つ
の
資
産
と
す
る
方
法
で
あ

る
。た

だ
、
こ
の
方
法
の
場
合
は
、
新

資
産
の
取
得
日
が
合
算
時
点
と
さ
れ

る
こ
と
や
、
合
算
後
に
旧
資
産
と
同

じ
耐
用
年
数
（
図
中
は
10
年
）
が
改

め
て
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
こ
の
方
法
の
メ
リ
ッ
ト
は
極
め

て
限
定
的
と
な
る
（
資
産
項
目
の
簡

略
化
は
期
待
で
き
る
？
）。

結
局
の
と
こ
ろ
、
定
率
法
（
及
び

旧
定
率
法
）
に
つ
い
て
の
資
本
的
支

出
の
処
理
方
法
と
し
て
は
、
①
の
原

則
的
な
処
理
方
法
を
選
択
す
る
こ
と

が
最
も
有
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。	

（
お
わ
り
）

～
平
成
19
年
度
税
制
改
正
で
の
変
更
点
を
再
確
認
！
～

定率法は新規取得資産としての処理が有利！

最終回通常の償却※

期首決算日

（耐用年数10年）

新定率法を採用している
本体資産

新定率法を採用した
資本的支出資産

※当期中は新規取得資産として償却する。 ※新資産の取得日は「期首」となる。

通常の償却 通常の償却

＝

簿
価
の
合
算

新
取
得
価
額

新減価償却資産
期首より向こう10年を
かけて新定率法で償却※

【図】新定率法における資本的支出の例外的な処理方法




